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別添 103 ガソリン・液化石油ガス特殊自動車７モード排出ガスの測定方法 

 

1. 適用範囲 

この技術基準は、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特殊自動車で

あって、ガソリン・液化石油ガス特殊自動車７モード法（以下「ガソリン

７モード法」という。）により運転する場合に排気管から大気中に排出さ

れる排出物（以下「排出ガス」という。）に含まれる一酸化炭素（以下「Ｃ

Ｏ」という。）、全炭化水素（以下「ＴＨＣ」という。）、窒素酸化物（以下

「ＮＯｘ」という。）及び二酸化炭素（以下「ＣＯ２」という。）の排出量

の測定並びにガソリン７モード法により運転する場合に発生する仕事率

の測定を行い、各排出ガス成分の平均排出量を求める場合に適用する。 

2. 定義 

この技術基準に用いる用語の定義及び略語は別表によるものとする。 

3. 試験エンジン 

試験エンジンは、次の要件に適合すること。 

また、試験は、試験エンジンをエンジンダイナモメータに接続して実施

すること。 

(1) エンジン製造者が定める点検基準等に基づき点検・整備され、当該エ

ンジンダイナモメータを接続した状態での運転が十分に行われている

こと。 

(2) 排気経路に排出ガスが希釈される原因となる漏れがないこと。 

(3) 付属装置については、次によること。 

① 表１に掲げる付属装置を試験エンジンに取り付けること。また、＊

を付した付属装置については、同表右欄に掲げる当該付属装置の取扱

内容によること。 

表１ 

付属装置 ＊を付した付属装置の取扱内容 

吸気装置 

 吸気マニホールド 

 ブローバイガス還元装置 

 空気清浄器＊ 

 吸気消音器 

 空気流量計 

＊ 吸気予熱装置を備えた空気清浄器にあ

っては、当該予熱装置を作動させない状

態において試験を行うことができる。 
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 速度制限装置 

 吸気マニホールド加熱装置 

排気装置 

 排気マニホールド 

 接続管＊ 

 排気消音器＊ 

 テール管＊ 

＊ 接続管、排気消音器又はテール管が実

車装備状態で取り付けられない場合は、

外部装置により試験を行うことができる

。この場合、当該装置を実車装備状態で

取り付けた場合と比べて、排気マニホー

ルド出口（過給機を備えたものにあって

は、過給機出口）下流0.15ｍ以内の位置

において測定した排気圧力の差が±10％

未満であること。 

燃料供給装置 

 燃料ポンプ＊ 

 プレフィルタ 

 フィルタ 

 気化器 

 インジェクタ 

 減圧器 

 蒸発器 

 混合器 

＊ 燃料流量の測定を円滑に行うため、必

要に応じ、燃料供給圧力の調整を行うこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

冷却装置 

 放熱器＊ 

 循環ポンプ 

 サーモスタット＊ 

＊ 放熱器は、外部装置に置き換えること

ができる。なお、放熱器にシャッターが

装備されている場合は、全開の状態に固

定すること。 

＊  サーモスタットは、冷却液温度の管理

のため､必要に応じ取り外し、又は全開の

状態に固定することができる。 

潤滑油冷却器  

電気装置＊ ＊ 発電機出力は、試験エンジンの運転に

必要な最小出力とすること。なお、蓄電



  道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.12.02】別添103 

 (ガソリン・液化石油ガス特殊自動車７モード排出ガスの測定方法) 

 3/42

池を接続する場合は、充電状態の良好な

ものを使用すること。 

過給装置 

 過給機 

 給気冷却器＊ 

 冷却剤ポンプ 

 ファン 

 冷却剤流量調節装置 

＊ 必要に応じ、圧力損失及び温度降下が

給気冷却器と同等な外部装置に置き換え

ることができる。 

公害防止装置 

 ＥＧＲ装置 

 触媒装置 

 二次空気供給装置 

 

②  冷却装置にはファンを取り付けないこと。ファン等を取り外せない

場合は、ファンの消費動力計算値を用いて仕事率に加算することがで

きる。 

③ パワーステアリング等試験エンジンの運転に必要がない付属装置

は、原則として取り外すこと。 

        なお、取り外せない場合は、当該装置の消費動力を測定し、仕事率

に加えることができる。 

(4) 変速機及び減速機は、取り付けないこと。ただし、変速機又は減速機

を取り外した場合において、運転できない試験エンジン又はエンジンダ

イナモメータとの接続に支障をきたす試験エンジンについては、変速比、

減速比又は伝達効率（以下「変速比等」という。）が明らかな変速機又

は減速機を取り付けることができる。 

4. 燃料及び潤滑油 

4.1. 燃料 

試験エンジンに使用する燃料の標準規格は、ガソリンにあっては表２の

とおりとし、液化石油ガスにあっては JIS Ｋ 2240 相当の性状等を有し、

かつ、プロパン＋プロピレンが 20 モル％以上 30 モル％以下、ブタン+ブ

チレンが 70 モル％以上～80 モル％以下の組成を有するものとする。 
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表２ 

燃料の性状又は物質名 仕様   試験方法 

鉛 検出されない ＪＩＳ Ｋ 2255 

硫黄分 50wt-ppm以下 ＪＩＳ Ｋ 2541 

総芳香族 20～45vol% ＪＩＳ Ｋ 2536 

オレフィン 15～25vol% ＪＩＳ Ｋ 2536 

ベンゼン 1.0vol%以下 ＪＩＳ Ｋ 2536 

酸素濃度 検出されない ＪＩＳ Ｋ 2536 

ＭＴＢＥ 検出されない ＪＩＳ Ｋ 2536 

メタノール 検出されない ＪＩＳ Ｋ 2536 

エタノール 検出されない ＪＩＳ Ｋ 2536 

実在ガム 5mg/100ml以下 ＪＩＳ Ｋ 2261 

灯油 検出されない ＪＩＳ Ｋ 2536 

ＲＯＮ 90～92 オクタン価 

ＭＯＮ 80～82 

ＪＩＳ Ｋ 2280 

（リサーチ法） 

密度 0.72～0.77g/cm３ ＪＩＳ Ｋ 2249 

蒸留性状 

 10％留出温度 

 50％留出温度 

 90％留出温度 

 終点 

 

318～328K(45～55℃) 

363～373K(90～100℃) 

413～443K(140～170℃) 

488K(215℃)以下 

 

 

ＪＩＳ Ｋ 2254 

蒸気圧 56～60kPa ＪＩＳ Ｋ 2258 

4.2. 潤滑油 

潤滑油は、試験エンジンに推奨されたもので、かつ、粘度が明らかなも

のであること。 

5. 試験機器の精度･校正等 

エンジンダイナモメータ及び排出ガス測定機器等の試験用機器は、精度

が確認されたもので、かつ、当該機器の製作者の定める取扱要領に基

づいて点検・整備され、校正されたものであること。 

5.1. 精度 

試験用計測器の校正は全て、以下の表３及び表４の要件を満たしている

こと。校正間隔はその機器メーカーの指定するところによる。 
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表３ 

項目 許容誤差 

１．エンジン回転速度       min-1 エンジン最大値の±２％ 

２．トルク                  Ｎ・m エンジン最大値の±２％ 

３．燃料消費率              kg/h エンジン最大値の±２％ 

４．空気消費量              kg/h、

m3/h 

エンジン最大値の±４％ 

５．排出ガス流量            kg/h、

m3/h 

 

表４ 基本的な計測パラメータの許容誤差 

 項目 許容誤差 

１．冷却媒体温度       Ｋ(℃) ±２Ｋ(℃) 

２．潤滑油温度        Ｋ(℃) ±２Ｋ(℃) 

３．排出ガス圧力       kPa エンジン最大値の±５％ 

４．吸気マニホールド負圧     kPa 

    （過給の場合は正圧） 

エンジン最大値の±５％ 

５．排出ガス温度       Ｋ(℃) ±15Ｋ(℃) 

６．吸入空気温度       Ｋ(℃) ±２Ｋ(℃) 

７．大気圧          kPa ±0.1kPa 

８．吸入空気湿度(相対湿度)  ％ ±３％ 

９．燃料温度         Ｋ(℃) ±２Ｋ(℃) 

10．希釈空気湿度(相対湿度)  ％ ±３％ 

11．希釈排出ガス流量     kg/h、

m3/h 

読み取り値の±２％(全流希釈及び排

出量算出に本項目を使用する分流希

釈に適用する。) 

12．ガスの成分濃度          ％、pp

m、ppmC 

校正ガスを流した時の指示再現性が

フルスケールの±２％ 

分析計の精度は次に掲げる精度を有すること。 

① 応答性については、校正ガスを流したときに、校正ガス濃度の 90％

の指示値に達する時間は３秒以内であること。 

    ② 安定性については、全ての使用するレンジでゼロ及びフルスケール

の 80±20％での指示値の変動は 15 分の間、フルスケールの２％以内

であること。 
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    ③  再現性については、全ての使用するレンジでゼロ及びフルスケール

の 80±20％での標準偏差がフルスケールの±1％以内であること。 

5.2. 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガス 

    分析計の校正に用いる校正ガス、測定に用いる燃料ガス及びオゾン発生

源ガスは、次によること。 

  (1) 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガスの成分は、排出ガス成分に

応じ表５のとおりとする。 

表５ 

排出ガス成

分 

(分析計の種類

) 

ガスの種類 ガス成分 

ゼロ調整

用 

Ｎ２ 高純度Ｎ２（ＨＣ:１ppmC等価以下、ＣＯ:

１ppm以下、ＣＯ２:400ppm以下、ＮＯ

:0.1ppm以下） 

ＣＯ 

 (ＮＤＩＲ) 

校正ガ

ス 

 

スパン調

整用 

ＣＯ、Ｎ２バランス 

ゼロ調整

用 

 

空

気 

高純度空気（ＨＣ:１ppmC等価以下、ＣＯ

:１ppm以下、ＣＯ２:400ppm以下、ＮＯ

:0.1ppm以下、酸素含有量:18～21vol％）

校正ガ

ス 

 

 スパン調

整用 

Ｃ3Ｈ8、空気バランス 

ＴＨＣ 

(ＨＦＩＤ又

はＦＩＤ) 

 

 

燃料ガス Ｈ２:40±2％、バランスガス:Ｈe(ＨＣ:１ppmC

等価以下、ＣＯ2:400ppm以下) 

ゼロ調整

用 

Ｎ２ 高純度Ｎ2（ＨＣ:１ppmC等価以下、ＣＯ:

１ppm以下、ＣＯ２:400ppm以下、ＮＯ

:0.1ppm以下） 

ＨＣ 

(ＮＤＩＲ) 

 

校正ガ

ス 

 

スパン調

整用 

Ｃ6Ｈ14、Ｎ2バランス（分析計のプロパン／ヘ

キサン感度係数が既知の場合は、Ｃ3Ｈ8、Ｎ２

バランス） 

ＮＯx  

(ＨＣＬＤ又

はＣＬＤ) 

校正ガ

ス 

 

ゼロ調整

用 

Ｎ２ 高純度Ｎ２（ＨＣ:1ppmC等価以下、ＣＯ

:1ppm以下、ＣＯ２:400ppm以下、ＮＯ

:0.1ppm以下） 
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スパン調

整用 

ＮＯ、Ｎ2バランス  

 

 オゾン発生源ガス 

 

 

酸素（純度99.5vol％以上）又は高純度空気（

ＨＣ:１ ppmC等価以下、ＣＯ:１ppm以下、Ｃ

Ｏ2:400ppm以下、ＮＯ:0.1ppm以下、酸素含有

量:18～21vol％） 

※オゾン発生器の原理による 

ゼロ調整

用 

Ｎ２ 高純度Ｎ２（ＨＣ:１ppmC等価以下、ＣＯ:

１ppm以下、ＣＯ２:400ppm以下、ＮＯ

:0.1ppm以下） 

ＣＯ2 校正ガ

ス 

 

スパン調

整用 

ＣＯ２、Ｎ２バランス 

(2) 校正ガスは、ガス分割器によることができる。 

  (3) 校正ガスの濃度表示の精度は、表示濃度の±２％以内であること。 

  (4) 分析計のスパン調整に用いる校正ガスの濃度は、分析計のフルスケー

ルの 80％から 100％程度であること。 

  (5) ＴＨＣの校正ガスの濃度は、等価炭素濃度 ppmC で表すこととし、ppm

で表されたＣ3Ｈ8 の濃度の値に３を乗ずること。 

6. 試験室 

    試験室は、次に掲げる状態とすること。 

  (1) 試験室内の温度は、298±5Ｋ(25±5℃)であること。ただし、試験エ

ンジンに取り入れる吸入空気の温度（以下「吸気温度」という。）を

298±5Ｋ(25±5℃)に保持できる場合は、この限りでない。 

      温度の測定は、ガソリン７モード法による運転の開始前（暖機運転時）

及び終了後（この場合において、試験エンジンはアイドリング運転状

態にすること。）に行うこと。なお、温度計の設置に際しては直射日

光、試験エンジンの放射熱、排気及び燃料の吹返し等の影響を受けな

いように配慮し、試験室内の温度を測定する場合は、試験室内の空気

のよどみのない位置に設置すること。また、吸気温度を測定する場合

にあっては、吸気ダクト（試験エンジンの吸気管を含む。）における

吸入空気流の中に設置すること。 

  (2) 定容量採取装置（以下「ＣＶＳ装置」という。）により排出ガスを測

定する場合は、試験室内のＣＯ、ＴＨＣ、ＮＯｘ及びＣＯ２（以下「Ｃ
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Ｏ等」という。）の濃度が安定していること。なお、試験室外から希

釈空気又は吸入空気を取り入れる場合は、当該空気のＣＯ等の濃度が

安定していること。 

7. 試験に係る大気条件 

9.に規定する全負荷軸トルク（試験エンジンの全負荷状態の軸トルクを

いう。以下同じ。）の測定時並びに 10.に規定するガソリン７モード法によ

る運転状態（以下「７モード運転状態」という。）における排出ガス及び

仕事率の測定時においては、7.1.の規定により測定した大気状態に基づき、

7.2.及び 7.3.に規定する方法により求めた大気補正係数が 7.4.に規定す

る大気条件の範囲を満足しなければならない。 

7.1. 大気状態の測定 

    試験室の大気状態については、次の項目を測定すること。 

7.1.1. 大気圧 

大気圧の測定は、フォルタン型水銀気圧計又はこれと同等の性能を有す

るもの（使用する測定器の最小目盛は、0.1kPa 以下のものに限る。）によ

り、全負荷軸トルク測定の開始前並びに運転の開始前（暖気運転時）及び

終了後（この場合において、試験エンジンはアイドリング運転状態にする

こと。）に行うこと。  

7.1.2. 水蒸気圧 

水蒸気圧の測定は、JIS Z8806 相当の通風乾湿球湿度計（最小目盛 0.2

Ｋ(0.2℃)以下のものに限る。以下単に「通風乾湿球湿度計」という。）又

は同等の精度を有する他の形式の湿度計により、全負荷軸トルク測定時並

びに各運転モード又は運転の開始前（暖機運転時）及び終了後（この場合

において、試験エンジンはアイドリング運転状態にすること。）に行うこ

と。 

なお、湿度計の設置に際しては、直射日光、試験エンジンの放射熱、排

気熱及び燃料の吹返し等の影響を受けないように配慮し、試験室内の空気

のよどみのない位置に設置すること。また、吸入空気のみ空気調和する場

合にあっては、吸入空気流（静圧が大気圧と等しい状態になるように配慮

すること。）の中に設置すること。 

7.1.3. 吸気温度 

吸気温度の測定は、全負荷軸トルク測定時並びに各運転モード又は運転

の開始前（暖機運転時）及び終了後（この場合において、試験エンジンは
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アイドリング運転状態にすること。）に行うこと。 

なお、温度計の設置に際しては、直射日光、試験エンジンの放射熱、排

気熱及び燃料の吹返し等の影響を受けないように配慮し、試験エンジンの

空気清浄器又は吸気ダクト（試験エンジンの吸気管を含む。）における吸

入空気流の中に設置すること。 

7.2. 乾燥大気圧の計算 

大気補正係数の計算に用いる乾燥大気圧は、7.1.1.の規定により測定し

た大気圧から 7.1.2.の規定により測定した水蒸気圧を減じて算出するこ

ととし、その方法は 次のとおりとする。 

  (1) 水蒸気圧は、次式により求めること。 

ＰＷ＝ＰＷ２－0.5× θ１－θ２ ×
Ｐa

755  

       Ｐw    ：試験室内水蒸気圧(kPa) 

       Ｐw２    ：θ２における飽和水蒸気圧(kPa) 

       Ｐa    ：試験室内大気圧(kPa) 

       θ１    ：試験室内乾球温度（測定値の平均）(Ｋ(℃)) 

       θ２    ：試験室内湿球温度（測定値の平均）(Ｋ(℃)) 

  (2) 乾燥大気圧は、次式により求めること。 

Ｐ＝Ｐa－Ｐw 
    Ｐ  ：試験室内乾燥大気圧(kPa) 

       Ｐa ：試験室内大気圧(kPa) 

       Ｐw ：試験室内水蒸気圧(kPa) 

7.3. 大気補正係数の計算 

大気補正係数は、7.1.3.の規定により測定した吸気温度及び 7.2.の規定

により算出した乾燥大気圧を用いて、次の方法により算出すること。 

    なお、吸気温度については、全負荷軸トルク測定時の数値並びに各運転

モード又は運転の開始前及び終了後における測定値を平均した数値とす

ること。 

Ｆ＝
99

Ｐ

1.2

×
298

θ 0.6

 

     Ｆ   ：大気補正係数 

     Ｐ  ：試験室内乾燥大気圧（kPa） 

     θ  ：吸気温度（測定値の平均絶対温度）（Ｋ） 
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7.4. 大気条件の範囲 

  大気条件の範囲は、次のとおりとする。 

    0.93≦Ｆ≦1.07 

   Ｆ  ：試験室内の大気補正係数 

8. 試験エンジンと試験機器の接続等 

    試験エンジンと試験機器の接続等については、10.2.の規定によるＣＯ

等の排出量の測定方法に応じ、次によること。 

8.1. ＣＶＳ測定法による場合 

    試験エンジンの排気管開口部にＣＶＳ装置の排出ガス採取部を接続す

るときは、次の点に留意すること。 

  (1) 接続部は、振動等により破損又は離脱しないよう、かつ、排出ガスが

漏れないように確実に取り付けられていること。 

なお、接続は、排出ガスの採取及び分析の正確性に影響を及ぼすこと

のないように行うこと。 

  (2) 排気背圧により制御する一酸化炭素等発散防止装置を備えた試験エ

ンジンにあって は、ＣＶＳ装置の使用が当該装置の作動に影響を及ぼ

すことのないように排気背圧の脈動に対する適切な措置を講じること。 

8.2. 排出ガス流量測定法又は燃料流量測定法による場合 

  (1) 試験エンジンの排気管に分析計のサンプリング・プローブを取り付け

るときは、次の点に留意すること。 

    ① 取付部は、振動等により破損又は離脱しないよう、かつ、排出ガス

が漏れないように確実に取り付けられていること。 

    ② 取付けは、排出ガスの採取及び分析の正確性に影響を及ぼすことの

ないように行うこと。 

  (2) 試験エンジンの燃料装置に燃料流量の測定装置を接続するときは、次

の点に留意すること。 

    ①  接続部は、振動等により破損又は離脱しないよう、かつ、空気が流

入しないよう確実に取り付けられていること。 

    ② 接続は、燃料流量の測定に影響を及ぼすことのないように行うこと。 

    ③ 燃料リターン回路を備えた試験エンジンにあっては、その構造・機

能を損なわないように配慮すること。 

  (3) 吸入空気量(排出ガス流量測定法に限る。)及び燃料流量の測定装置を

取り付けたときの各装置による抵抗については、次によること。 
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    ① 吸入空気量に対する抵抗は、1kPa 以下であること。 

    ② 燃料流量に対する抵抗は、10kPa 以下であること。 

9. 定格回転速度及び中間回転速度における全負荷軸トルクの測定     

    定格回転速度及び中間回転速度における全負荷軸トルクの測定は、9.1.

に規定する方法により試験エンジンを運転し、9.2.に規定する方法により

測定することにより行う。    

なお、定格回転速度及び中間回転速度とは、別表に定義する回転速度で

ある。 

9.1. 運転方法 

    運転は、試験エンジンをエンジンダイナモメータに接続して冷却液温度、

潤滑油温度及び潤滑油圧力が安定するまで十分暖機した後、次の方法によ

り試験エンジンを運転することにより行う。 

9.1.1. 全負荷状態の設定 

  全負荷状態の設定は、試験エンジンの絞り弁を全開の状態として行うこ

と。 

9.1.2. エンジン回転速度の設定 

    全負荷軸トルクを測定するに当たって、試験エンジンに設定する目標の

エンジン回転速度は、諸元表に記載される定格回転速度及び中間回転速度

とし、その設定順序は、定格回転速度、中間回転速度の順とすること。な

お、設定方法は、試験エンジンのクランク軸又はエンジンダイナモメータ

の回転速度（以下単に「エンジンダイナモメータの回転速度」という。）

が目標のエンジン回転速度に対して±10min－ｌ以下になるようにエンジ

ンダイナモメータを調整することにより行うこと。 

9.1.3. 冷却液温度 

    冷却装置は、エンジン製造業者の定めた正常な運転温度を十分に維持で

きる能力を持つものとする。 

    なお、必要に応じ、補助の温度調節装置を使用することができる。 

9.1.4. 燃料温度及び潤滑油温度 

    燃料及び潤滑油について、温度調整する場合にあっては、必要に応じ、

補助の温度調節装置を使用することができる。 

9.2.  測定項目 

9.2.1. 全負荷軸トルク 

    全負荷軸トルクの測定は、試験エンジンのエンジン回転速度及び軸トル
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クが一定値に安定していることを確認の上、9.1.2.に規定する方法により

設定したエンジン回転速度におけるエンジンダイナモメータの軸トルク

又は制動荷重を読み取ることにより行うこと。また、試験エンジンとエン

ジンダイナモメータが変速比等の明らかな変速機又は減速機を介して接

続されている場合は、読取値を当該装置の変速比等により除すること。 

    なお、エンジンダイナモメータの制動荷重を読み取ることにより全負荷

軸トルクを算出する場合にあっては、次式によること。      

ＴＭＡＸ＝ＷＭＡＸ×Ｌ 

      ＴＭＡＸ    ：全負荷軸トルク（Ｎ・m） 

      ＷＭＡＸ    ：エンジンダイナモメータの制動荷重（Ｎ） 

      Ｌ     ：エンジンダイナモメータの腕の長さ（ｍ） 

9.2.2. エンジン回転速度 

設定したエンジン回転速度の測定は、エンジンダイナモメータの回転速

度を読み取ることにより行うこと｡ 

なお、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らかな変

速機又は減速機を介して接続されている場合は、読取値に当該装置の変速

比又は減速比を乗ずること。 

9.2.3. 冷却液温度 

冷却液温度の測定は、試験エンジンの冷却液出口において行うこと。 

9.2.4. 吸気温度 

吸気温度の測定は、必要に応じ、試験エンジンの空気清浄器又は吸気ダ

クト（試験エンジンの吸気管含む。）における吸入空気流の中において行

うこと。なお、温度計の設置に際しては、直射日光、試験エンジンの放射

熱、排気熱及び燃料の吹返し等の影響を受けないように配慮すること。 

9.2.5. 排気圧力 

排気圧力の測定は、必要に応じ、排気マニホールド出口（過給機を備え

たものにあっては、過給機出口）の下流側 0.15ｍ以内における静圧を測定

することにより行うこと。 

なお、使用する測定器の最小目盛は、0.1kPa 以下であること。 

9.2.6. 潤滑油温度 

潤滑油温度の測定は、必要に応じ、オイルパンの潤滑油深さの中程、潤

滑油通路の中程又は潤滑油冷却器の出口において行うこと。 

9.2.7. 潤滑油圧力 
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  潤滑油圧力の測定は、必要に応じ、試験エンジンの圧力計取付部等適切

な位置において行うこと。 

  なお、使用する測定器の最小目盛は、20kPa 以下であること。 

10.ガソリン７モード運転状態における排出ガス及び仕事率の測定 

ガソリン７モード運転状態における排出ガス及び仕事率の測定は、試験

エンジンを十分な暖機運転を行った後、直ちに 10.1.に規定する方法によ

り運転し、10.2.及び 10.3.に規定する方法により測定することにより行う。 

10.1. 試験エンジンの運転方法 

試験エンジンは、次の運転条件により、表６に掲げるガソリン７モード

法の運転モードについて、停止することなく連続して運転する。 

10.1.1. ガソリン７モード運転状態における負荷の設定 

10.1.1.1. 負荷の算出 

ガソリン７モード運転状態における負荷は、9.2.1.の規定により測定し

た全負荷軸トルクを基に、各運転モードにおけるエンジン負荷率に基づく

負荷として、次式により求めること。 

なお、求めた数値（Ｔs）は、各運転モードにおけるエンジン回転速度

（以下「試験回転速度」という。）に対応する試験エンジンの軸トルク（以

下「試験軸トルク」という。）の目標値（以下「目標試験軸トルク」とい

う。）とする。 

ＴＳ＝ＴＭＡＸ×Ｅｎ×
100

１

 

Ｔs    ：目標試験軸トルク（Ｎ・m）  

ＴＭＡＸ     ：試験回転速度に対応する全負荷軸トルク（Ｎ・m） 

Ｅn    ：各運転モードにおけるエンジン負荷率（％） 

表６ 

運転状態 運転モー

ド エンジン回転速度（

min-1） 

エンジン負荷率（

％） 

最短運転時

間 

（min） 

重み係数 

（ＷＦ） 

    １ 定格回転速度 25 ５ 0.06 

    ２ 中間回転速度 100 ５ 0.02 

    ３ 中間回転速度 75 ５ 0.05 

    ４ 中間回転速度 50 ５ 0.32 

    ５ 中間回転速度 25 ５ 0.30 
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    ６ 中間回転速度 10 ５ 0.10 

    ７ アイドリング回転速

度 

０ ５ 0.15 

（注）1.アイドリングエンジン回転速度は、諸元表に記載される値によ

ること。 

    2.各モード運転時間は記録すること。 

10.1.1.2. 負荷の設定 

ガソリン７モード運転状態における負荷は、試験エンジンの絞り弁又は

エンジンダイナモメータを調整することにより、目標試験軸トルクになる

ように設定すること。 

    なお、表７に掲げる許容誤差の範囲内において、試験エンジンの絞り弁

又はエンジンダイナモメータを微調整することができる。また、第７運転

モードについて、エンジンダイナモメータの調整により負荷の設定を行う

場合にあっては、無負荷になるように調整すること。 

表７ 

目標の設定値に対する許容誤差        運転モード 

試験回転速度 試験軸トルク 

第１から第６までの

それぞれの運転モー

ドの安定部 

試験定格回転速度の±10

％以下 

試験回転速度に対応する全

負荷軸トルクの±10％以下 

第１から第６までの

それぞれの運転モー

ドの測定部 

±20min-1以下 試験回転速度に対応する全

負荷軸トルクの±２％以下 

第７運転モードの安

定部 

試験定格回転速度の±10

％以下 

           － 

第７運転モードの測

定部 

±50min-1以下            － 

  （注）1.「安定部」とは、試験エンジンの回転速度及び負荷を設定し、

安定させる時間帯をいう。 

          2. 「測定部」とは、排出ガスを測定する時間帯をいい、排出ガ

スの測定は、各運転モードの測定部の最後の３分間に行うこと。 

10.1.2. 試験回転速度の設定 

    ガソリン７モード運転状態における試験回転速度は、試験エンジンの絞
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り弁又はエンジンダイナモメータを調整することにより設定すること。 

    なお、表７に掲げる許容誤差の範囲内において、試験エンジンの絞り弁

又はエンジンダイナモメータを微調整することができる。また、第７運転

モードについて、エンジンダイナモメータにより無負荷に調整した場合は、

試験エンジンの絞り弁を全閉にした状態とすること。 

10.1.3. 冷却液温度 

    冷却装置は、エンジン製造業者の定めた正常な運転温度を十分に維持で

きる能力を持つものとする。 

    なお、必要に応じ、補助の温度調節装置を使用することができる。 

10.1.4. 燃料温度及び潤滑油温度 

    燃料及び潤滑油について、温度調整する場合にあっては、必要に応じ、

補助の温度調節装置を使用することができる。 

10.1.5. 給気冷却装置 

    給気冷却装置の冷却媒体の温度及び給気温度を記録する。冷却装置の調

整はエンジンの基準のエンジン回転速度負荷で運転して行う。給気温度及

び冷却装置の圧力損失は、エンジン製造業者の基準値に対し、各々±４Ｋ

（℃）及び±２kPa 以内に調整する。 

10.2.  ＣＯ等の排出量の測定方法 

    ＣＯ等の排出量の測定は、10.2.1.に規定するＣＶＳ測定法（ＣＶＳ装

置を使用し、ＣＯ等の排出量を測定する方法をいう。）、10.2.2.に規定

する排出ガス流量測定法（排出ガス流量及び試験エンジンの排気管から直

接測定した排出ガス成分濃度によりＣＯ等の排出量を測定する方法をい

う。）又は 10.2.3.に規定する燃料流量測定法（燃料流量及び試験エンジ

ンの排気管から直接測定した排出ガス成分濃度によりＣＯ等の排出量を

測定する方法をいう。）のいずれかの方法に基づき、各運転モードの測定

部における排出量を測定することにより行う。 

10.2.1. ＣＶＳ測定法による場合 

    試験エンジンの排気管から排出される排出ガス全量をＣＶＳ装置に取

り入れ、希釈排出ガス中における表９の左欄に掲げる排出ガス成分濃度に

ついて、同表の右欄に掲げる分析計を用いて、各運転モードの測定部にお

ける希釈排出ガス成分濃度を積分することにより平均希釈排出ガス成分

濃度を測定する。 

    なお、希釈空気濃度については、ガソリン７モード運転状態において、
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分析に必要な量（0.lm3 程度）をＣＶＳ装置のサンプリングバッグに採取

する方法又はその他適切な方法により測定する。 

10.2.2. 排出ガス流量測定法による場合 

    試験エンジンの排気管から排出される排出ガスをサンプリング・プロー

ブにより排気管から直接排出ガス分析計に取り入れ、表９の左欄に掲げる

排出ガス成分について、同表の右欄に掲げる分析計を用いて、各運転モー

ドの測定部における排出ガス成分濃度を積分することにより平均排出ガ

ス成分濃度を測定するとともに、各運転モードの測定部における燃料の質

量流量及び吸入空気量を測定する。 

    排出ガス流量は次式により計算すること。 

    湿り状態排気質量に対して、 

ＧＥＸＨＷ＝ＧＡＩＲＷ＋ＧＦＵＥＬ 

又は乾き状態排気容積に対し 

ＶＥＸＨＤ＝ＶＡＩＲＤ＋ＦＦＤ×ＧＦＵＥＬ 

又は湿り状態排気容積に対し 

ＶＥＸＨＷ＝ＶＡＩＲＷ＋ＦＦＷ×ＧＦＵＥＬ 

ＦＦＤ、ＦＦＷは燃料タイプによって異なる。 

ＧＥＸＨＷ  ：湿り状態の排気質量流量(kg/h)     

ＧＡＩＲＷ  ：湿り状態の吸入空気質量流量(kg/h)   

ＧＦＵＥＬ  ：燃料の質量流量(g/h)   

ＶＥＸＨＤ  ：乾き状態の排気容積流量(m3/h) 

ＶＡＩＲＤ  ：乾き状態の吸入空気容積流量(m3/h) 

ＶＥＸＨＷ  ：湿り状態の排気容積流量(m3/h) 

ＶＡＩＲＷ  ：湿り状態の吸入空気容積流量(m3/h) 

ＦＦＤ   ：乾き状態の排気流量計算に用いる燃料別係数 

ＦＦＷ   ：湿り状態の排気流量計算に用いる燃料別係数 

      燃料別係数は、次式により計算すること。 

×−×−×−= 000157.0000109.005554.0 BETALFFFD  

EPSDELGAM ×+×+ 006998.00080055.0   

×−×−×= 000157.0000109.0055583.0 BETALFFFW  

EPSDELGAM ×+×+ 006998.00080055.0   

ＡＬＦ  ：水素含有率(％mass) 

   ＢＥＴ  ：炭素含有率(％mass) 
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   ＧＡＭ  ：硫黄含有率(％mass) 

   ＤＥＬ  ：窒素含有率(％mass) 

   ＥＰＳ  ：酸素含有率(％mass) 

  ただし、燃料別係数は表２、及び JIS K2240 に準ずる試験燃料の代表値

として表８より算出した下記の数値を用いてもよい。 

表８ 

 ＡＬＦ（％mass） ＢＥＴ（％mass） ＧＡＭ（％mass） ＥＰＳ（％mass）

ガソリン 13.4 86.2 0.0 0.4 

液化石油ガス 17.5 82.5 0.0 0.002 

ガソリンの場合は    ＦＦＤ＝－0.751、 ＦＦＷ＝0.738 

  液化石油ガスの場合は ＦＦＤ＝－0.983、 ＦＦＷ＝0.965 

また、吸入空気量は JIS  B8008-1 の附属書 A.1 に定めるカーボンバラ

ンス法あるいは附属書 A.2 に定めるカーボン・酸素バランス法により解析

的に求めてもよい。ただし、試験燃料に含まれる水素、炭素、硫黄、酸素

及び窒素の比率は排出ガス試験に用いた燃料の値を用いること。 

10.2.3. 燃料流量測定法による場合 

    試験エンジンの排気管から排出される排出ガスをサンプリング・プロー

ブにより排気管から直接に排出ガス分析計に取り入れ、表９の左欄に掲げ

る排出ガス成分について、同表の右欄に掲げる分析計を用いて、各運転モ

ードの測定部における排出ガス成分濃度を積分することにより平均排出

ガス成分濃度を測定するとともに、各運転モードの測定部における燃料の

質量流量を測定する。 

表９ 

排出ガス成分 分析計 

ＣＯ、ＣＯ２  非分散形赤外線分析計（ＮＤＩＲ） 

ＴＨＣ 加熱水素イオン化形分析計（ＨＦＩＤ）又は水素イオン化形分析計

（ＦＩＤ） 

ＮＯｘ  加熱化学発光分析計（ＨＣＬＤ）又は化学発光分析計（ＣＬＤ）

注）ＮＯｘを測定する分析計は、ＮＯｘコンバータを取り付けたもの

であること。 

10.3. 仕事率の測定方法 

    仕事率の測定は、各運転モードの測定部における試験回転速度及び試験

軸トルクを次の方法により測定することにより行う。ただし、第７運転モ
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ードについては、試験軸トルクの測定は行わないものとする。なお、測定

に当たっては、試験回転速度及び試験軸トルクが一定値に安定しているこ

とを確認すること｡ 

10.3.1. 試験回転数 

    試験回転速度の測定は、エンジンダイナモメータの回転速度を読み取る

ことにより行うこと。 

    なお、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らかな変

速機又は減速機を介して接続されている場合は、読取値に当該装置の変速

比又は減速比を乗ずること。 

10.3.2. 試験軸トルク 

    試験軸トルクの測定は、エンジンダイナモメータの軸トルク又は制動荷

重を読み取ることにより行うこと。 

    なお、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らかな変

速機又は減速機を介して接続されている場合は、読取値を当該装置の変速

比等により除すること。また、エンジンダイナモメータの制動荷重を読み

取ることにより測定試験軸トルクを算出する場合にあっては、次式による

こと。 

Ｔm＝Ｗs×Ｌ 

Ｔm   ：測定試験軸トルク（Ｎ・m） 

Ｗs   ：エンジンダイナモメータの制動荷重（Ｎ） 

Ｌ    ：エンジンダイナモメータの腕の長さ（m） 

11. 排出ガス成分の平均排出量 

    測定運転における各運転モードのＣＯ等の排出量は、濃度を湿り状態で

測定していない場合は、その濃度を以下の式に従って湿り状態に変換した

後、11.1 及び 11.2.に規定する計算方法により算出すること。 

conc(wet)＝Ｋw×conc(dry) 

希釈していない排気に対して 

Ｋwr1＝ １－ＦＦＨ×
ＧＦＵＥＬ

ＧＡＩＲＤ

－Ｋw１

 

又は、 

Ｋwr２＝
１＋ＨＴＣＲＡＴ×0.005× ％concＣＯ dry ＋％concＣＯ２ dry

１
－Ｋw２
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希釈排気に対して、 

Ｋwe１＝ １－
ＨＴＣＲＡＴ×ＣＯ２％conc wet

200
－Ｋw１

 

又は、 

Ｋwe２＝

１＋
ＨＴＣＲＡＴ×ＣＯ２％conc dry

200

１－Ｋw１

 

ＨＴＣＲＡＴ＝
1.00794×ＢＥＴ

ＡＬＦ×12.011

 

希釈空気に対して 

Ｋwd＝１－Ｋw１ 

Ｋw１＝
1000＋ 1.608× Ｈd× １－１/ＤＦ ＋Ｈa× １/ＤＦ

1.608× Ｈd× １－１/ＤＦ ＋Ｈa× １/ＤＦ

 

Ｈd＝
ＰＢ－ＰＤ×Ｒd×10－２

6.22×Ｒd×Ｐd

 

吸気空気に対して(希釈空気と異なる場合) 

Ｋwa＝１－Ｋw２ 

Ｋw２＝
1000＋ 1.608×Ｈa

1.608×Ｈa

 

Ｈa＝
ＰＢ－Ｐd×Ｒa×10－２

6.22×Ｒa×Ｐa

 

conc（wet）     :湿り状態の排出ガス濃度（vol ppm） 

  conc（dry）     :乾き状態の排出ガス濃度（vol ppm） 

  ％conc co（dry）  :希釈していない乾き状態のＣＯ濃度（vol％） 

  ％conc co２（dry   :希釈していない乾き状態のＣＯ２濃度（vol％) 

  ＣＯ２％conc（wet）:希釈している湿り状態のＣＯ２濃度（vol％） 

  ＣＯ２％conc（dry）:希釈している乾き状態のＣＯ２濃度（vol％） 

  Ｋw(i)        :排出ガスの乾き状態から湿り状態への換算

係数 

  Ｋwr(i)        :希釈していない排出ガスの乾き状態から湿

り状態への換算係数 

  Ｋwe(i)        :希釈している排出ガスの乾き状態から湿り

状態への換算係数 
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  Ｋwd          :希釈空気の乾き状態から湿り状態への換算

係数 

  ＦＦＨ             :乾き状態濃度から湿り状態濃度の算出に用

いる燃料別係数 

  ＧＦＵＥＬ         ：燃料質量流量（g/h） 

  ＧＡＩＲＤ         ：乾き状態の吸入空気質量流量（g/h） 

  ＨＴＣＲＡＴ       ：燃料の水素/炭素モル比 

  ＡＬＦ          ：水素含有率(％mass) 

  ＢＥＴ        ：炭素含有率(％mass) 

  ＤＦ         ：希釈係数 

  Ｈd          ：希釈空気の絶対湿度（g[water]/kg[air]） 

  Ｈa           ：吸入空気の絶対湿度（g[water]/kg[air]） 

  Ｒd           ：希釈空気の相対湿度（g[water]/kg[air]） 

  Ｒa         ：吸入空気の相対湿度（g[water]/kg[air]） 

  Ｐd         ：希釈空気の飽和水蒸気圧（kPa） 

  Ｐa         ：吸入空気の飽和水蒸気圧（kPa） 

  ＰＢ        ：大気圧（kPa） 

11.1.  ＣＶＳ測定法による場合の計算方法 

11.1.1. 各運転モードのＣＯ等に係る希釈係数 

各運転モードのＣＯ等に係る希釈係数は、次式により求めること。 

ＤＦ＝
concＣＯ２＋ concＣＯ＋concＨＣ

13.4
×10－４

 

又は 

ＤＦ＝
concＣＯ２

13.4

 

ＤＦ      :希釈係数 

concＣＯ２      :排出ガス中の湿り状態のＣＯ２濃度（vol％） 

concＣＯ       :排出ガス中の湿り状態のＣＯ濃度（vol ppm） 

concＨＣ       :排出ガス中の湿り状態のＴＨＣ濃度（vol ppmC） 

11.1.1.1.  正置換型ポンプ（ＰＤＰ）式ＣＶＳ装置による場合 

Ｖmix＝ｋ１×Ｖe×Ｎ×
Ｐp

Ｔp
×60

 



  道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.12.02】別添103 

 (ガソリン・液化石油ガス特殊自動車７モード排出ガスの測定方法) 

 21/42

   
ｋ１＝

101.3kPa

273Ｋ
＝2.695

 

    Ｖmix  ：標準状態（273Ｋ､101.3kPa）における各運転モードの

ＣＶＳ流量(m3/h) 

Ｖe   ：正置換型ポンプ１回転当たりに排出される希釈排出ガ

スの全量(m3/回転) 

Ｎ    ：正置換型ポンプの１分間当たりのエンジン回転速度 

（min-1） 

Ｐp   ：正置換型ポンプ入口における希釈排出ガスの絶対圧 

（kPa） 

（大気圧から正置換型ポンプに入る希釈排出ガスの圧

力降下を減じた圧力） 

Ｔp   ：正置換型ポンプ入口における希釈排出ガスの平均絶対

温度（Ｋ） 

11.1.1.2.  臨界流ベンチュリー（ＣＦＶ）式ＣＶＳ装置による場合 

  (1) ベンチュリー校正係数は、次式により求めること。 

     
ｋ２＝ｋ１×Ｑc×

Ｐc

Ｔc
×

Ｔ０

Ｐ０  

     
ｋ１＝

101.3kPa

273Ｋ
＝2.695

 

ｋ２   ：ベンチュリー校正係数 

Ｑc   ：実測ガス流量(ℓ/s) 

Ｐc   ：実測大気圧（kPa） 

Ｔc   ：実測大気絶対温度（Ｋ） 

Ｔo   ：ベンチュリー入口の絶対温度（Ｋ） 

Ｐo   ：ベンチュリー入口の絶対圧（kPa） 

  (2) 希釈排出ガス量は、次式により求めること。                        

Ｖmix＝ｋ２

ｎ

０

Ｔv(t)

Ｐv(t)
dt×

3600

ｎ
 

Ｖmix  ：標準状態（273Ｋ、101.3kPa）における各運転モー 

          ドのＣＶＳ流量(㎥/h) 

ｋ２   ：ベンチュリー校正係数 
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Ｐv(t) ：ベンチュリー入口における希釈排出ガスの絶対圧（k

Pa） 

Ｔv(t) ：ベンチュリー入口における希釈排出ガスの絶対温度 

          (Ｋ) 

なお、ｔは時間（s）を表し、ｎは第１から第７までのそれぞれの

運転モードの測定部における運転時間（s）の合計を表す。 

11.1.2.  各運転モードにおけるＣＯの排出量 

    各運転モードにおけるＣＯ排出量は、次式により求めること。 

  ＣＯmass＝ｕＣＯ×concＣ(ＣＯ)×ＧＴＯＴＷ×10－３
 

  又は 

  ＣＯmass＝ｗＣＯ×concＣ(ＣＯ)×ＶＴＯＴＷ×10－３
 

  
concＣ(ＣＯ)＝concＣ(ＣＯ)－concｄ(ＣＯ)× １－

ＤＦ

１

 

  ＶＴＯＴＷ＝Ｖmix＋Ｖp 

ＣＯmass  :各運転モードにおけるＣＯの排出量（g/h） 

ｕco    :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣＯの質量流量補

正係数ｕco＝0.966 

ｗco    :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣＯの容積流量補

正係数ｗco＝1.25（kg/m3） 

conc（ＣＯ）   ：各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り状態のＣ

Ｏ濃度（vol ppm）        

concＣ(ＣＯ)    ：バックグラウンド補正を行った各運転モードにおける

希釈排出ガス中の湿り状態のＣＯ濃度（vol ppm）  

concｄ(ＣＯ)   ：各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態のＣＯ濃

度（vol ppm） 

ＤＦ     ：希釈係数 

ＧＴＯＴＷ   ：湿り状態の希釈排出ガス質量流量(kg/h) 

Ｖmix     ：標準状態（273Ｋ、101.3kPa）における各運転モードの

ＣＶＳ流量(m3/h) 

ＶＴＯＴＷ   ：湿り状態の希釈排出ガス容積流量(m3/h) 

Ｖp      ：湿り状態の希釈排出ガスサンプル容積流量(m3/h) 

11.1.3.  各運転モードにおけるＴＨＣの排出量 

  各運転モードにおけるＴＨＣ排出量は、次式により求めること。 
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ＴＨＣmass＝ｕＨＣ×concＣ(ＨＣ)×ＧＴＯＴＷ×10－３
 

又は 

ＴＨＣmass＝ｗＨＣ×concＣ(ＨＣ)×ＶＴＯＴＷ×10－３
 

concＣ(ＨＣ)＝conc(ＨＣ)－concｄ(ＨＣ)× １－
ＤＦ

１

 

ＶＴＯＴＷ＝Ｖmix＋Ｖp 

ＴＨＣmass  :各運転モードにおけるＴＨＣの排出量（g/h） 

ｕＨＣ     :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＴＨＣの質量流

量補正係数ｕＨＣ＝0.479（ガソリン） 

※液化石油ガスは JIS8008-1 附属書 D より算出するこ

と。 

ｗＨＣ     :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＴＨＣの容積流

量補正係数ｗＨＣ＝0.619(㎏/㎥)（ガソリン） 

※液化石油ガスは JIS8008-1 附属書 D より算出する

こと。 

conc(ＨＣ)    ：各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り状態の

ＴＨＣ濃度（vol ppmC）  

concＣ(ＨＣ)    ：バックグラウンド補正を行った各運転モードにおけ

る希釈排出ガス中の湿り状態のＴＨＣ濃度（vol pp

mC） 

concｄ(ＨＣ)     ：各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態のＴＨ

Ｃ濃度（vol ppmC） 

ＤＦ     ：希釈係数 

ＧＴＯＴＷ        ：湿り状態の希釈排出ガス質量流量(kg/h) 

Ｖmix       ：標準状態（273Ｋ、101.3kPa）における各運転モー

ドのＣＶＳ流量(㎥/h) 

ＶＴＯＴＷ      ：湿り状態の希釈排出ガス容積流量(m3/h) 

Ｖp         ：湿り状態の希釈排出ガスサンプル容積流量(m3/h) 

11.1.4.  各運転モードにおけるＮＯｘの排出量 

11.1.4.1. ＮＯｘの湿度補正 

各運転モードのＮＯｘの湿度補正係数は、次式により求めること。 

  ＫＨＰＥＴ＝0.6272＋44.030×10－３×Ｈa－0.862×10－３×Ｈa２
 

    ＫＨＰＥＴ     ：ＮＯｘの湿度補正係数  
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Ｈa        ：吸入空気の絶対湿度（g[water]/kg[air]） 

11.1.4.2 各運転モードにおけるＮＯｘの排出量 

    各運転モードにおけるＮＯｘ排出量は、次式により求めること。 

    ＮＯｘmass＝ｕＮＯｘ×concＣ(ＮＯｘ)×ＧＴＯＴＷ×ＫＨＰＥＴ×10－３
 

    又は 

  ＮＯｘmass＝ｗＮＯｘ×concｃ(ＮＯｘ)×ＶＴＯＴＷ×ＫＨＰＥＴ×10－３
 

  
concＣ(ＮＯｘ)＝conc(ＮＯｘ)－concｄ(ＮＯｘ)× １－

ＤＦ

１

 

  ＶＴＯＴＷ＝Ｖmix＋Ｖp 

   ＮＯｘmass  :各運転モードにおけるＮＯｘの排出量（g/h） 

ｕＮＯｘ      :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＮＯｘの質量

流量補正係数ｕＮＯｘ＝1.587 

ｗＮＯｘ      :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＮＯｘの容積流

量補正係数ｗＮＯｘ＝2.053(㎏/㎥) 

conc(ＮＯx)         ：各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り状態の

ＮＯｘ濃度（vol ppm）  

concｃ(ＮＯｘ)    ：バックグラウンド補正を行った各運転モードにおけ

る希釈排出ガス中の湿り状態のＮＯｘ濃度（vol pp

m） 

concｄ(ＮＯｘ)     ：各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態のＮＯ

ｘ濃度(vol ppm）  

ＤＦ         ：希釈係数 

ＧＴＯＴＷ    ：湿り状態の希釈排出ガス質量流量（kg/h） 

Ｖmix        ：標準状態(273Ｋ、101.3kPa)における各運転モード

のＣＶＳ流量（㎥/h） 

ＶＴＯＴＷ    ：湿り状態の希釈排出ガス容積流量（m3/h） 

Ｖp        ：湿り状態の希釈排出ガスサンプル容積流量（m3/h） 

11.1.5.  各運転モードにおけるＣＯ２の排出量 

    各運転モードにおけるＣＯ２排出量は、次式により求めること。 

    ＣＯ２mass＝ｕＣＯ２×concＣ(ＣＯ２)×ＧＴＯＴＷ×10  

    又は 

  ＣＯ２mass＝ｗＣＯ２×concＣ(ＣＯ２)×ＶＴＯＴＷ×10 
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concＣ(ＣＯ２)＝concＣ(ＣＯ２)－concｄ(ＣＯ２)× １－

ＤＦ

１

 

  ＶＴＯＴＷ＝Ｖmix＋Ｖp 

ＣＯ２mass   :各運転モードにおけるＣＯ２の排出量（g/h） 

ｕＣＯ２    :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣＯ２の質量流

量補正係数ｕＣＯ２＝1.519 

ｗＣＯ２      :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣＯ２の容積流

量補正係数 

ｗＣＯ２＝1.964(㎏/㎥) 

conc(ＣＯ２)   ：各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り状態の

ＣＯ２濃度（vol％） 

concｃ(ＣＯ２)      ：バックグラウンド補正を行った各運転モードにおける

希釈排出ガス中の湿り状態のＣＯ２濃度（vol％） 

concd(ＣＯ２)     ：各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態のＣＯ２

濃度（ppm vol％） 

ＤＦ      ：希釈係数 

ＧＴＯＴＷ     ：湿り状態の希釈排出ガス質量流量(kg/h) 

Ｖmix       ：標準状態（273K、101.3kPa）における各運転モード

のＣＶＳ流量(㎥/h) 

ＶＴＯＴＷ    ：湿り状態の希釈排出ガス容積流量(m3/h) 

Ｖp         ：湿り状態の希釈排出ガスサンプル容積流量(m3/h) 

11.2. 排出ガス流量測定法による場合の計算方法 

11.2.1. 各運転モードにおけるＣＯの排出量 

  ＣＯmass＝ｕＣＯ×conc(ＣＯ)×ＧＥＸＨＷ×10－３
 

  又は 

  ＣＯmass＝ｖＣＯ×conc(ＣＯ)×ＶＥＸＨＤ×10－３
 

  又は 

  ＣＯmass＝ｗＣＯ×conc(ＣＯ)×ＶＥＸＨＷ×10－３
 

ＣＯmass :各運転モードにおけるＣＯの排出量（g/h） 

ｕＣＯ     :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣＯの質量流量補正

係数ｕＣＯ＝0.966 

ｖＣＯ     :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣＯの容積流量補正

係数ｖＣＯ＝1.25（㎏/㎥） 
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ｗＣＯ   :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣＯの容積流量補正

係数ｗＣＯ＝1.25（㎏/㎥） 

conc(ＣＯ)  ：各運転モードにおける排出ガス中のＣＯ濃度（vol ppm） 

ＧＥＸＨＷ   ：湿り状態の排気質量流量(kg/h)  

ＶＥＸＨＤ   ：乾き状態の排気容積流量(㎥/h) 

ＶＥＸＨＷ    ：湿り状態の排気容積流量(㎥/h) 

11.2.2. 各運転モードにおけるＴＨＣの排出量 

  ＴＨＣmass＝ｕＨＣ×conc(ＨＣ)×ＧＥＸＨＷ×10－３
 

  又は 

  ＴＨＣmass＝ｖＨＣ×conc(ＨＣ)×ＶＥＸＨＤ×10－３
 

  又は 

  ＴＨＣmass＝ｗＨＣ×conc(ＨＣ)×ＶＥＸＨＷ×10－３
 

ＴＨＣmass   :各運転モードにおけるＴＨＣの排出量（g/h） 

ｕＨＣ         :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＴＨＣの容積流

量補正係数ｕＨＣ＝0.479（ガソリン） 

※液化石油ガスは JIS8008-1 附属書 D より算出するこ

と。 

ｖＨＣ      ：標準状態（273K、101.3kPa）におけるＴＨＣの容積

流量補正係数 

            ｖＨＣ該当なし（㎏/㎥）（ガソリン） 

       ※液化石油ガスは JIS8008-1 附属書 D より算出するこ

と。 

ｗＨＣ       :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＴＨＣの容積流

量補正係数ｗＨＣ ＝0.619（㎏/㎥）（ガソリン） 

※液化石油ガスは JIS8008-1 附属書 D より算出するこ

と。 

conc(ＨＣ)        ：各運転モードにおける排出ガス中のＴＨＣ濃度（vol

                     ppmC） 

ＧＥＸＨＷ     ：湿り状態の排気質量流量(kg/h)  

ＶＥＸＨＤ     ：乾き状態の排気容積流量(㎥/h) 

ＶＥＸＨＷ     ：湿り状態の排気容積流量(㎥/h) 

11.2.3. 各運転モードにおけるＮＯｘの排出量 

11.2.3.1. ＮＯｘの湿度補正 
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    各運転モードにおけるＮＯｘの湿度補正は 11.1.4.1 によること。 

11.2.3.2. 各運転モードにおけるＮＯｘの排出量  

  ＮＯｘmass＝ｕＮＯｘ×conc(ＮＯｘ)×ＧＥＸＨＷ×10－３
 

  又は 

  ＮＯｘmass＝ｖＮＯｘ×conc(ＮＯｘ)×ＶＥＸＨＤ×10－３
 

  又は 

  ＮＯｘmass＝ｗＮＯｘ×conc(ＮＯｘ)×ＶＥＸＨＷ×10－３
 

ＮＯｘmass   :各運転モードにおけるＮＯｘの排出量（g/h） 

ｕＮＯｘ        :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＮＯｘの質量

流量補正係数ｕＮＯｘ＝1.587 

ｖＮＯｘ     :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＮＯｘの容積

流量補正係数ｖＮＯｘ＝2.053（㎏/㎥） 

ｗＮＯｘ    :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＮＯｘの容積

流量補正係数ｗＮＯｘ＝2.053（㎏/㎥） 

conc(ＮＯx)      ：各運転モードにおける排出ガス中のＴＨＣ濃度（v

ol ppmC） 

ＧＥＸＨＷ      ：湿り状態の排気質量流量(kg/h)  

ＶＥＸＨＤ      ：乾き状態の排気容積流量(㎥/h) 

ＶＥＸＨＷ     ：湿り状態の排気容積流量(㎥/h) 

11.2.4. 各運転モードにおけるＣＯ２の排出量 

  ＣＯ２mass＝ｕＣＯ２×conc(ＣＯ２)×ＧＥＸＨＷ×10 

  又は 

  ＣＯ２mass＝ｖＣＯ２×conc(ＣＯ２)×ＶＥＸＨＤ×10 

  又は 

ＣＯ２mass＝ｗＣＯ２×conc(ＣＯ２)×ＶＥＸＨＷ×10 

ＣＯ２mass  :各運転モードにおけるＣＯ２の排出量（g/h） 

ｕＣＯ２           :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣＯ２の質量流

量補正係数ｕＣＯ２＝1.519 

ｖＣＯ２           :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣＯ２の容積流

量補正係数ｖＣＯ２＝1.964（㎏/㎥) 

ｗＣＯ２     :標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣＯ２の容積

流量補正係数ｗＣＯ２＝1.964（㎏/㎥） 

conc(ＣＯ２)       ：各運転モードにおける排出ガス中のＣＯ２濃度（pp
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m vol％） 

ＧＥＸＨＷ    ：湿り状態の排気質量流量(kg/h)  

ＶＥＸＨＤ     ：乾き状態の排気容積流量(㎥/h) 

ＶＥＸＨＷ     ：湿り状態の排気容積流量(㎥/h) 

11.3. 燃料流量測定法による場合 

11.3.1. 燃料の質量流量 

    燃料の質量流量を体積流量の測定値から算出する場合は、次式によるこ

と。 

  Ｇf＝Ｑf×Ｐf 

Ｇf ：燃料流量（質量）(g/h) 

Ｑf ：燃料流量（体積）(ℓ/h) 

Ｐf ：燃料密度（燃料１リットル当たりの質量）(g/ℓ) 

11.3.2. ＣＯの排出量 

    ＣＯの排出量は、次式により求めること。  

ＣＯmass＝
ＣＯＭ

ＣＨym
×

ＣＯ２dr＋ＣＯdr×10－４＋ＴＨＣ×10－４

ＣＯdr×10－４

×Ｇf
 

ＣＯmass                ：ＣＯの排出量(g/h)                     

ＣＯＭ      ：28.01（ＣＯの分子量） 

ＣＨym           ：13.88（ＣとＨと原子数の比を１：1.85(ガソリ

ン)としたときの式量） 

                14.57（ＣとＨと原子数の比を１：2.54(液化石

油ガス)としたときの式量） 

ＣＯ２dr          ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＣＯ

２濃度（vol％） 

ＣＯdr           ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＣＯ

濃度(vol ppm) 

ＴＨＣdr                ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＴＨ

Ｃ濃度(vol ppmC) 

                   （ＴＨＣ濃度の単位が vol ppm の場合は、vol p

pmC に換算すること。） 

Ｇf              ：燃料流量（質量）(g/h) 

11.3.3. ＴＨＣの排出量 

    ＴＨＣの排出量は、次式により求めること。 
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ＴＨＣmass＝
ＴＨＣＭ

ＣＨym
×

ＣＯ２dr＋ＣＯdr×10－４＋ＴＨＣ×10－４

ＴＨＣdr×10－４

×Ｇf
 

ＴＨＣmass            ：ＴＨＣの排出量(g/h) 

ＴＨＣＭ        ：13.88（ＴＨＣの分子量） 

ＣＨym           ：13.88（ＣとＨと原子数の比を１：1.85(ガソリ

ン)としたときの式量） 

                  14.57（ＣとＨと原子数の比を１：2.54(液化石

油ガス)としたときの式量） 

ＣＯ２dr         ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＣＯ

２濃度（vol％） 

ＣＯdr         ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＣＯ

濃度(vol ppm) 

ＴＨＣdr        ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＴＨ

Ｃ濃度(vol ppmC) 

               （ＴＨＣ濃度の単位が vol ppm の場合は、vol 

ppmC に換算すること。） 

Ｇf             ：燃料流量（質量）(g/h) 

11.3.4. ＮＯｘの排出量 

11.3.4.1. ＮＯｘの湿度補正 

各運転モードにおけるＮＯｘの湿度補正は 11.1.4.1.によること。 

11.3.4.2.   ＮＯｘの排出量は、次式により求めること。 

ＮＯｘmass＝
ＮＯｘＭ

ＣＨym
×

ＣＯ２dr＋ＣＯdr×10－４＋ＴＨＣ×10－４

ＮＯｘdr×10－４

×Ｇf
 

ＮＯｘmass    ：ＮＯｘの排出量(g/h) 

ＮＯｘＭ     ：46.00（ＮＯｘの全量がＮＯ２であるとみなしたと

きの分子量） 

ＮＯｘdr     ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＮＯｘ 

                濃度(ppm) 

ＣＨym    ：13.88（ＣとＨと原子数の比を１：1.85(ガソリン)

      としたときの式量） 

                14.57（ＣとＨと原子数の比を１：2.54(液化石油 

                ガス)としたときの式量） 

ＣＯ２dr      ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＣＯ２
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濃度（vol％） 

ＣＯdr      ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＣＯ濃 

                度(vol ppm) 

ＴＨＣdr      ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＨＣ濃 

                度(vol ppmC) 

           （ＴＨＣ濃度の単位が vol ppm の場合は、vol ppm

C に換算すること。） 

Ｇf           ：燃料流量（質量）(g/h) 

11.3.5. ＣＯ２の排出量 

ＣＯ２の排出量は、次式により求めること。 

ＣＯ２mass＝
ＣＯ２Ｍ

ＣＨym
×

ＣＯ２dr＋ＣＯdr×10－４＋ＴＨＣ×10－４

ＣＯ２dr×10－４

×Ｇf
 

ＣＯ２mass       :ＣＯ２の排出量(g/h) 

ＣＯ２Ｍ        ：44.01（ＣＯ２の分子量） 

ＣＨym          ：13.88（ＣとＨと原子数の比を１：1.85(ガソリ 

                  ン)としたときの式量） 

             14.57（ＣとＨと原子数の比を１：2.54(液化石 

                  油ガス)としたときの式量） 

ＣＯ２dr        ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＣＯ 

                  ２濃度（vol％） 

ＣＯdr        ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＣＯ 

                  濃度(vol ppm) 

ＴＨＣdr        ：排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のＴＨ 

                  Ｃ濃度(vol ppmC) 

             （ＴＨＣ濃度の単位が vol ppm の場合は、vol p

pmC に換算すること。） 

Ｇf              ：燃料流量（質量）(g/h) 

11.4. モード別仕事率の計算方法 

試験エンジンに発生する各運転モードにおける仕事率の算出は、次式

によること。 

なお、第７運転モードについては、仕事率（Ｌm）の値を０として取り

扱うこと｡ 
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Ｌm＝

２π×Ｎm×Ｔm

60×1000  

Ｌm ：各運転モードにおける仕事率（kＷ） 

Ｎm ：各運転モードの測定部における測定試験回転数(min-1) 

Ｔm ：各運転モードの測定部における測定試験軸トルク(Ｎ・m) 

11.5. 排出ガス成分の平均排出量の計算方法 

11.5.1. ＣＯの平均排出量 

ＣＯの平均排出量は、次式により求めること。 

    
ＣＯ＝

ＣＯmass×ＷＦ

Ｌm×ＷＦ  

ＣＯ     ：ＣＯの平均排出量(g/kＷh) 

ＣＯmass   ：各運転モードにおけるＣＯの排出量(g/h) 

Ｌm     ：各運転モードにおける仕事率(kＷ) 

ＷＦ     ：各運転モードにおける重み係数 

11.5.2. ＴＨＣの平均排出量 

ＴＨＣの平均排出量は、次式により求めること。 

     
ＴＨＣ＝

ＴＨＣmass×ＷＦ

Ｌm×ＷＦ  

ＴＨＣ    ：ＴＨＣの平均排出量(g/kＷh) 

ＴＨＣmass  ：各運転モードにおけるＴＨＣの排出量(g/h)  

Ｌm       ：各運転モードにおける仕事率(kＷ) 

ＷＦ     ：各運転モードにおける重み係数 

11.5.3. ＮＯｘの平均排出量 

ＮＯｘの平均排出量は、次式により求めること。 

     
ＮＯｘ＝

ＮＯｘmass×ＷＦ

Ｌm×ＷＦ  

ＮＯｘ    ：ＮＯｘの平均排出量(g/kＷh) 

ＮＯｘmass    ：各運転モードにおけるＮＯｘの排出量(g/h) 

Ｌm       ：各運転モードにおける仕事率(kＷ) 

ＷＦ       ：各運転モードにおける重み係数 
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11.5.4. ＣＯ２の平均排出量 

ＣＯ２の平均排出量は、次式により求めること。 

     
ＣＯ２＝

ＣＯ２mass×ＷＦ

Ｌm×ＷＦ  

ＣＯ２      ：ＣＯ２の平均排出量(g/kＷh) 

ＣＯ２mass   ：各運転モードにおけるＣＯ２の排出量(g/h) 

Ｌm      ：各運転モードにおける仕事率(kＷ) 

ＷＦ       ：各運転モードにおける重み係数 

12.  アイドリング運転における排出ガスの測定 

 (1) アイドリング運転における排出ガスの測定は、試験エンジンを冷却液

温度、潤滑油温度及び潤滑油圧力が安定するまで十分暖機した後、試験

エンジンを無負荷運転状態又はエンジンダイナモメータから切り離し

た状態にして、試験エンジンの排気管から大気中に排出される排出物に

含まれるＣＯ、ＨＣ及びＣＯ２ の濃度を非分散形赤外線分析計（ＮＤＩ

Ｒ）を用いて測定することにより行うこと。また、当該濃度測定時にお

けるエンジン回転速度及び吸気マニホールド内圧力（必要な場合に限

る。）を併せて測定すること。 

なお、排出ガスの採取は、試験エンジンの排気管から直接行い、ＣＶ

Ｓ装置を介さないこと。 

 (2) (1)の測定後、試験エンジンの冷却液温度及び潤滑油温度の測定を行

うこと。 

別表 定義と略語 

１. 定義 

 (1) 試験回転速度 

    試験回転速度の測定は、エンジンダイナモメータの回転速度を読み

取ることにより行うこと。 

   なお、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らかな

変速機又は減速機を介して接続されている場合は、読取値に当該装置の

変速比又は減速比を乗ずること。 

 (2) 試験軸トルク 

    試験軸トルクの測定は、エンジンダイナモメータの軸トルク又は制

動荷重を読み取ることにより行うこと。 
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    なお、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らか

な変速機又は減速機を介して接続されている場合は、読取値を当該装

置の変速比等により除すること。 

 (3) 定格回転速度 

    定格回転速度とは、全負荷状態に調速された最高の回転速度とする。

また、定格出力とは、定格回転速度における全負荷出力をいう。 

 (4) 中間回転速度 

    エンジン製造者の申告する全負荷軸トルク回転速度が定格回転速度

の 60％以上 75％以下の範囲にある場合、中間回転速度はその回転速度

とする。ただし、全負荷軸トルク回転速度が定格回転速度の 60％未満

の場合、中間回転速度は定格回転速度の 60％とし、全負荷軸トルク回

転速度が定格回転速度の 75％を超えている場合、中間回転速度は定格

回転速度の 75％とする。 

 (5) 排出ガス測定法 

  ① ＣＶＳ測定法 

    試験エンジンの排気管から排出される排出ガス全量をＣＶＳ装置

に取り入れ、希釈排出ガス中における表９の左欄に掲げる排出ガス成

分濃度について、同表の右欄に掲げる分析計を用いて、各運転モード

の測定部における希釈排出ガス成分濃度を積分することにより平均

希釈排出ガス成分濃度を測定する。 

    なお、希釈空気濃度については、ガソリン７モード運転状態におい

て、分析に必要な量（0.1 ㎥程度）をＣＶＳ装置のサンプリングバッ

グに採取する方法又はその他適切な方法により測定する。 

    また、ＣＶＳ装置を通過する希釈排出ガスの流量をＣＶＳ流量とい

う。 

  ② 排出ガス流量測定法 

    試験エンジンの排気管から排出される排出ガスをサンプリング・プ

ローブにより排気管から直接排出ガス分析計に取り入れ、表９の左欄

に掲げる排出ガス成分について、同表の右欄に掲げる分析計を用いて、

各運転モードの測定部における排出ガス成分濃度を積分することに

より平均排出ガス成分濃度を測定するとともに、各運転モードの測定

部における燃料流量及び吸入空気量を測定する。 

  ③ 燃料流量測定法 
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    試験エンジンの排気管から排出される排出ガスをサンプリング・プ

ローブにより排気管から直接に排出ガス分析計に取り入れ、表９の左

欄に掲げる排出ガス成分について、同表の右欄に掲げる分析計を用い

て、各運転モードの測定部における排出ガス成分濃度を積分すること

により平均排出ガス成分濃度を測定するとともに、各運転モードの測

定部における燃料の質量流量を測定する。 

２．略語 

参照 記号 単位 内容 

本文7. Ｐw kPa 試験室内水蒸気圧 

 Ｐw２ kPa θ２における飽和水蒸気圧 

 Ｐa kPa 試験室内大気圧 

 θ１ Ｋ(℃) 試験室内乾球温度（測定値の平均） 

 θ２ Ｋ(℃) 試験室内湿球温度（測定値の平均） 

 Ｐ kPa 試験室内乾燥大気圧 

 Ｆ  大気補正係数 

 θ Ｋ 吸気温度（測定値の平均絶対温度） 

本文9. ＴＭＡＸ Ｎ・m 全負荷軸トルク 

 ＷＭＡＸ Ｎ エンジンダイナモメータの制動荷重 

 Ｌ m エンジンダイナモメータの腕の長さ 

本文10. Ｔs Ｎ・m 目標試験軸トルク 

 ＴＭＡＸ Ｎ・m 試験回転速度に対応する全負荷軸トルク

 Ｅn ％ 各運転モードにおけるエンジン負荷率 

 ＧＥＸＨＷ kg/h 湿り状態の排気質量流量 

 ＧＡＩＲＷ kg/h 湿り状態の吸入空気質量流量 

 ＧＦＵＥＬ g/h 燃料質量流量 

 

 ＶＥＸＨＤ m3/h 乾き状態の排気容積流量 
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 ＶＡＩＲＤ m3/h 乾き状態の吸入空気容積流量 

 ＶＥＸＨＷ m3/h 湿り状態の排気容積流量 

 ＶＡＩＲＷ m3/h 湿り状態の吸入空気容積流量 

 ＦＦＤ  乾き状態の排気流量計算に用いる燃料別

係数 

 ＦＦＷ  湿り状態の排気流量計算に用いる燃料別

係数 

 ＡＬＦ ％mass 水素含有率 

 ＢＥＴ ％mass 炭素含有率 

 ＧＡＭ ％mass 硫黄含有率 

 ＤＥＬ ％mass 窒素含有率 

 ＥＰＳ ％mass 酸素含有率 

 Ｔm Ｎ・m 測定試験軸トルク 

 Ｗs Ｎ エンジンダイナモメータの制動荷重 

本文11. conc(wet) vol ppm 湿り状態の排出ガス濃度 

 conc(dry) vol ppm 乾き状態の排出ガス濃度 

 ％concＣＯ(d

ry) 

vol％ 希釈していない乾き状態のＣＯ濃度 

 ％concＣＯ２(

dry) 

vol％ 希釈していない乾き状態のＣＯ２濃度 

 ＣＯ２％con

c(wet) 

vol％ 希釈している湿り状態のＣＯ２濃度 

 ＣＯ２％con

c(dry) 

vol％ 希釈している乾き状態のＣＯ２濃度 
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 Ｋw(i)  排出ガスの乾き状態から湿り状態への換

算係数 

 Ｋwr(i)  希釈していない排出ガスの乾き状態から

湿り状態への換算係数 

 Ｋwe(i)  希釈している排出ガスの乾き状態から湿

り状態への換算係数 

 Ｋwd  希釈空気の乾き状態から湿り状態への換

算係数 

 ＦＦＨ  乾き状態濃度から湿り状態濃度の算出に

用いる燃料別係数 

 ＧＦＵＥＬ g/h 燃料質量流量 

 ＧＡＩＲＤ g/h 乾き状態の吸入空気質量流量 

 ＨＴＣＲＡ

Ｔ 

 燃料の水素/炭素モル比 

 ＤＦ  希釈係数 

 Ｈd g[water]/ 

kg[air] 

希釈空気の絶対湿度 

 Ｈa g[water]/ 

kg[air] 

吸入空気の絶対湿度 

 Ｒd g[water]/ 

kg[air] 

希釈空気の相対湿度 

 Ｒa g[water]/ 

kg[air] 

吸入空気の相対湿度 

 Ｐd kPa 希釈空気の飽和水蒸気圧 
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 Ｐa kPa 吸入空気の飽和水蒸気圧 

 ＰＢ kPa 大気圧 

 concＣＯ２ vol％ 排出ガス中のＣＯ２濃度 

 concＣＯ vol ppm 排出ガス中のＣＯ濃度 

 concＨＣ vol ppmC 排出ガス中のＴＨＣ濃度 

 Ｖmix m3/h 標準状態における各運転モードのＣＶＳ

流量 

 Ｖe m3/回転 正置換型ポンプ１回転当たりに排出され

る希釈排出ガスの全量 

 Ｎ min-1 正置換型ポンプの１分間当たりの回転速

度 

 Ｐp kPa 正置換型ポンプ入口における希釈排出ガ

スの絶対圧(大気圧から正置換型ポンプ

に入る希釈排出ガスの圧力降下を減じた

圧力) 

 Ｔp Ｋ 正置換型ポンプ入口における希釈排出ガ

スの平均絶対温度 

 ｋ２  ベンチュリー校正係数 

 Ｑc m3/s 実測ガス流量 

 Ｐc kPa 実測大気圧 

 Ｔc Ｋ 実測大気絶対温度 

 Ｔo Ｋ ベンチュリー入口の絶対温度 

 Ｐo kPa ベンチュリー入口の絶対圧 

 Ｐv(t) kPa ベンチュリー入口における希釈排出ガス
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の絶対圧 

 Ｔv(t) Ｋ ベンチュリー入口における希釈排出ガス

の絶対温度 

 ＣＯmass g/h 各運転モードにおけるＣＯの排出量 

ｕＣＯ  標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣ

Ｏの質量流量補正係数 ｕＣＯ＝0.966 

 

ｗＣＯ kg/m3 標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣ

Ｏの容積流量補正係数 ｗＣＯ＝1.25 

 conc(ＣＯ) vol ppm 各種運転モードにおける希釈排出ガス中

の湿り状態のＣＯ濃度 

 concｃ(ＣＯ) vol ppm バックグラウンド補正を行った各運転モ

ードにおける希釈排出ガス中の湿り状態

のＣＯ濃度 

 concｄ(ＣＯ) vol ppm 各運転モードにおける希釈空気中の湿り

状態のＣＯ濃度 

 ＧＴＯＴＷ kg/h 湿り状態の希釈排出ガス質量流量 

 ＶＴＯＴＷ m3/h 湿り状態の希釈排出ガス容積流量 

 Ｖp m3/h 湿り状態の希釈排出ガスサンプル容積流

量 

 ＴＨＣmass g/h 各運転モードにおけるＴＨＣの排出量 

 ｕＨＣ  標準状態（273K、101.3kPa）におけるＴ

ＨＣの質量流量補正係数ｕＨＣ＝0.479（

ガソリン）※液化石油ガスはJIS8008-1 

附属書Dより算出すること。 
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 ｗＨＣ kg/m3 標準状態（273K、101.3kPa）におけるＴ

ＨＣの容積流量補正係数ｗＨＣ＝0.619（

ガソリン）※液化石油ガスはJIS8008-1 

附属書Dより算出すること。 

 conc(ＨＣ) vol ppmC 各運転モードにおける希釈排出ガス中の

湿り状態のＴＨＣ濃度 

 concＣ(ＨＣ) vol ppmC バックグラウンド補正を行った各運転モ

ードにおける希釈排出ガス中の湿り状態

のＴＨＣ濃度 

 concｄ(ＨＣ) vol ppmC 各運転モードにおける希釈空気中の湿り

状態のＴＨＣ濃度 

 ＫＨＰＥＴ  ＮＯｘの湿度補正係数 

 ＮＯｘmass g/h 各運転モードにおけるＮＯｘの排出量 

 ｕＮＯｘ  標準状態（273K、101.3kPa）におけるＮ

Ｏｘの質量流量補正係数 ｕＮＯｘ＝1.587

 ｗＮＯｘ kg/m3 標準状態（273K、101.3kPa）におけるＮ

Ｏｘの容積流量補正係数 ｗＮＯｘ＝0.205

3 

 conc(ＮＯｘ) vol ppm 各運転モードにおける希釈排出ガス中の

湿り状態のＮＯｘ濃度 

 concｃ(ＮＯｘ) vol ppm バックグラウンド補正を行った各運転モ

ードにおける希釈排出ガス中の湿り状態

のＮＯｘ濃度 
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 concd(ＮＯｘ) vol ppm 各運転モードにおける希釈空気中の湿り

状態のＮＯｘ濃度 

 ＣＯ２mass g/h 各運転モードにおけるＣＯ２の排出量 

 ｕＣＯ２  標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣ

Ｏ２の質量流量補正係数 ｕＣＯ２＝1.519 

 ｗＣＯ２ kg/m3 標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣ

Ｏ２の容積流量補正係数 ｗＣＯ２＝1.964 

 conc(ＣＯ２) vol％ 各運転モードにおける希釈排出ガス中の

湿り状態のＣＯ２濃度 

 concｃ(ＣＯ２) vol％ バックグラウンド補正を行った各運転モ

ードにおける希釈排出ガス中の湿り状態

のＣＯ２濃度 

 concｄ(ＣＯ２) vol％ 各運転モードにおける希釈空気中の湿り

状態のＣＯ２濃度 

 ｖＣＯ kg/m3 標準状態（273K、101.3kPa）におけるＣ

Ｏの容積流量補正係数 ｖＣＯ＝1.25 

 ＧＥＸＨＷ kg/h 湿り状態の排気質量流量 

 ＶＥＸＨＤ m3/h 乾き状態の排気容積流量 

 ＶＥＸＨＷ m3/h 湿り状態の排気容積流量 

 ｖＨＣ kg/m3 標準状態（273K、101.3kPa）におけるＴ

ＨＣの容積流量補正係数 ｖＨＣ＝該当な

し（ガソリン）※液化石油ガスはJIS800

8-1附属書Dより算出すること。 
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 ｖＮＯｘ kg/m3 標準状態（273K、101.3kPa）におけるＮ

Ｏｘの容積流量補正係数 ｖＮＯｘ＝2.053

 ｖＣＯ２ kg/m3 標準状態（273K、101.3kPa）における  

ＣＯ２の容積流量補正係数 ｖＣＯ２＝1.96

4 

 Ｇf g/h 燃料流量（質量） 

 Ｑf ℓ/h 燃料流量（体積） 

 Ｐf g/ℓ 燃料密度（燃料１リットル当たりの質量

） 

 ＣＯＭ  28.01（ＣＯの分子量） 

 ＣＨym  13.88（ＣとＨと原子数の比を1:1.85(ガ

ソリン)としたときの式量）14.57（Ｃと

Ｈと原子数の比を1:2.54(液化石油ガス)

としたときの式量） 

 ＣＯ２dr vol％ 排気管から直接測定した乾燥排出ガス中

のＣＯ２濃度 

 ＣＯdr vol ppm 排気管から直接測定した乾燥排出ガス中

のＣＯ濃度 

 ＴＨＣdr vol ppmC 排気管から直接測定した乾燥排出ガス中

のＴＨＣ濃度（ＴＨＣ濃度の単位がppm

の場合は、ppmCに換算すること。） 

 Ｇf g/h 燃料流量（質量） 

 ＴＨＣＭ  13.88（ＴＨＣの分子量） 
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 ＮＯｘＭ  46.00（ＮＯｘの全量がＮＯ２であるとみ

なしたときの分子量） 

 ＮＯｘdr vol ppm 排気管から直接測定した乾燥排出ガス中

のＮＯｘ濃度 

 ＣＯ２Ｍ  44.01（ＣＯ２の分子量） 

 π  円周率 

 Ｌm kW 各運転モードにおける仕事率 

 Ｎm min-1 各運転モードの測定部における測定試験

回転速度 

 Ｔm Ｎ・m 各運転モードの測定部における測定試験

軸トルク 

 ＷＦ  各運転モードにおける重み係数 

 ＣＯ g/kWh ＣＯの平均排出量 

 ＴＨＣ g/kWh ＴＨＣの平均排出量 

 ＮＯｘ g/kWh ＮＯｘの平均排出量 

 ＣＯ2 g/kWh ＣＯ２の平均排出量 

 

 

 


